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共有船の船舶使用料に関する適用利率の改定について 
 

     

お知らせ 

鉄道・運輸機構（ＪＲＴＴ）は、令和５年１０月１日付けで、「共有船の船舶使用料に関する基準利率 

（以下「基準利率」という。）」を別添のとおり、改定いたします。 

これに伴い、適用利率は以下のとおりとなりますので、お知らせします。 



別添 
 

共有船の船舶使用料に関する基準利率 

（令和５年１０月１日付け改定） 

 
 

共 有 期 間 
〔固 定 型〕 〔５ 年毎見直し型 〕 

［９月１日付］ ［改定後］ ［９月 1 日付］ ［改定後］ 

９年以内 年１．８５％ 年１．９５％ 年１．６５％ 年１．７５％ 

９年超１０年以内 年１．９５％ 年１．９５％ 年１．６５％ 年１．７５％ 

１０年超１１年以内 年１．９５％ 年２．０５％ 年１．７５％ 年１．７５％ 

１１年超１２年以内 年２．０５％ 年２．０５％ 年１．７５％ 年１．７５％ 

１２年超１３年以内 年２．０５％ 年２．１５％ 年１．７５％ 年１．７５％ 

１３年超１４年以内 年２．１５％ 年２．１５％ 年１．７５％ 年１．７５％ 

１４年超１５年以内 年２．１５％ 年２．２５％ 年１．７５％ 年１．７５％ 

１５年超１６年以内 年２．２５％ 年２．２５％ 年１．７５％ 年１．７５％ 

１６年超１７年以内 年２．２５％ 年２．３５％ 年１．７５％ 年１．７５％ 

１７年超１８年以内 年２．３５％ 年２．３５％ 年１．７５％ 年１．７５％ 

 

・ 下線は、前回から改定となった基準利率です。 

・ 利率は、経済状況に応じて毎月改定されます。 

・ 固定型と５年毎見直し型の選択制のほかに、固定型と５年毎見直し型を任意の比率で組み合わせる                                                                

事ができる併用制を導入しております。 

・ 船種によって適用される共有期間は異なります。

詳しくは下記リンクをご覧ください。 

船舶共有建造事業の概要→https://www.jrtt.go.jp/ship/outline/ 

適用利率について

→https://www.jrtt.go.jp/ship/application/rate.html                                             

お申込みについて→https://www.jrtt.go.jp/ship/application/ 
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